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多摩市交通マスタープランの見直しについて 

 

経緯 

👉平成 16年度、移動のしやすさが確保できる交通体系を構築するため、平成 30年度を目

標年次とし多摩市交通マスタープランを策定しました。 

👉平成 29年度、今後も交通施策を総合的にかつ計画的に進めていくため、多摩市交通マ

スタープランを改訂しました。（計画期間：令和 6年度迄） 

👉令和 3年度、変化する社会情勢や新しく取り組むべき課題を明らかにするため、内容・

記載の見直しを行います。 

見直し部分の例（案） 

・新型コロナウイルス感染症による交通事業への影響を追記 

・第五次多摩市総合計画第 3期基本計画※に則した評価指標と目標値への見直し  等 

             ※市の重点課題や取り組みの方針、成果指数等を定めた計画（令和元年度策定） 

 

 

今後の流れ（予定） 

 

 

 

協議
•令和3年2月交通会議 見直し案の協議

調整
•令和3年2月～10月 事務局が意見を元に修正、関係者と調整

決定
•令和3年10月交通会議 見直し原案の決定


